
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

農
業
経
営
課
）

一

告

示

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

二

�
公
印
の
廃
止

（
警
察
本
部
）

�
公
印
の
新
調

（

〃

）

三

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

�
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

四

�
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
異
種
目
換
地
の
指
定
（
三
件
）

（

〃

）

�
基
本
測
量
の
実
施
の
通
知

（
土
木
監
理
課
）

五

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
建

築

課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

教
育
委
員
会
告
示

�
博
物
館
法
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
登
録
の
抹
消

六

公
安
委
員
会
公
告

�
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病

院
の
名
称
の
変
更

七

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病

院
の
所
在
地
の
変
更

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て

い
る
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
の
変
更

香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
四
号

香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
を
一
の
項
と
し
、
三
の
項
を
二
の
項
と
し
、
四
の
項
を
三
の

項
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
度
分
以
降
の

補
助
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

第３４号

平 成１６年

４月３０日（金曜日）

規

則

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

一



平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

太
田
上
町
志
度
線
（
百
四
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
五
月
一
日

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

円
座
香
南
線
（
四
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
五
月
一
日

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

建
築
指
道

第
三
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
二
日

三

指
定
道
路
の
位
置

香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
字
宮
股
一
六
二
九
番
一
、
一
六
二
九
番
三
、
一
六
三

〇
番
一
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

三
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
一
号

香
川
県
土
庄
警
察
署
出
納
員
、
香
川
県
内
海
警
察
署
出
納
員
及
び
香
川
県
多
度
津
警
察
署
出
納
員
の
使

用
し
て
い
た
次
の
公
印
を
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

香
川
県
土
庄
警
察
署
出
納
員
印

二

香
川
県
内
海
警
察
署
出
納
員
印

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
林
町
字
三
ツ
股
一
四
〇
一
番
四
地
先
か
ら

高
松
市
林
町
字
三
ツ
股
一
三
二
一
番
一
地
先
ま
で

七
・
二

〜
一
〇
・
〇

一
一

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

第
三
十
三
号

で
変
更
し
た

区
域

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
岡
本
町
字
本
村
一
〇
八
六
番
地
先
か
ら

高
松
市
岡
本
町
字
本
村
一
一
四
九
番
一
地
先
ま
で

八
・
〇

〜
一
〇
・
〇

一
二
七

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
三
十
九
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

二



三

香
川
県
多
度
津
警
察
署
出
納
員
印

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
二
号

香
川
県
小
豆
警
察
署
出
納
員
の
使
用
す
る
公
印
を
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
新
調
し
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

香
川
県
小
豆
警
察
署
出
納
員
印

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
と
と
ぎ
す
の
会

小
磯

治
雄

坂
出
市
旭
町
三
丁
目
一
番
二
三
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
香
川
県
下
の
障
害
者
（
児
）
・
高
齢
者
と
そ
の
家
族
や
関
係
機
関
に
対
し
て
、
社
会

参
加
を
促
進
し
地
域
で
生
活
を
す
る
為
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
福
祉
の
向
上
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
パ
ウ
・
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
一
四
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

パ
ウ
高
松
上
天
神

高
松
市
上
天
神
町
字
中
の
坪
五
三
六
番
地
ほ
か

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
一
四
番
一
号

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
九
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
五
二
台

�

駐
輪
場
の
収
容
台
数

一
五
〇
台

�

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

四
四
立
方
メ
ー
ト
ル

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

三



７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

開
店
時
刻

午
前
零
時

閉
店
時
刻

午
後
十
二
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

一
箇
所

�

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
四
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提

出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
西
植
田
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
植
田
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
三

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
ぬ
き
市

寒
川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
四
月
十
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地

区

名

工
事
完
了
年
月
日

高
松
市
十
河
土
地

改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業

沖
川
西
地
区

平
成
一
六
、
三
、
一
九

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

四



同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
綾
南
南
部
地
区
（
第
一

工
区
）
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
域
に
換
地
す
る
土

地
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

所

在

地

番

地

目

用

途

地

積

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
字
平

松

六
九
四
〇
―
二

畑

畑

三
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
山
田
地
区（
第
一
工
区
）

に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
域
に
換
地
す
る
土
地
と
し

て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

所

在

地

番

地

目

用

途

地

積

綾
歌
郡
綾
上
町
大
字
山
田
下

字
正
司

三
六

田

田

三
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
山
田
地
区（
第
二
工
区
）

に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
域
に
換
地
す
る
土
地
と
し

て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

所

在

地

番

地

目

用

途

地

積

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
基
づ

き
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
六
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

三

作
業
地
域

高
松
市

小
豆
郡

土
庄
町

綾
歌
郡

綾
南
町

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
田
村
町
字
道
東
一
六
五
七
―
一
及
び
一
六
五
八

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

観
音
寺
市
本
大
町
一
五
四
一
番
地
三

株
式
会
社
三
協

代
表
取
締
役

吉
田
孝
一

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
二
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

綾
歌
郡
綾
上
町
大
字
山
田
下

字
北
代

三
○
七
八
―
一

田

田

四
五
九
平
方
メ
ー
ト
ル

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

五



（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
田
村
町
字
道
東
一
六
五
七
―
一
及
び
一
六
五
八

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
田
村
町
字
道
東
一
六
五
七
―
一
の
一
部
及
び
一
六
五
八
の
一
部

２

排
水
施
設

こ
う

自
由
勾
配
側
溝
（
寸
法
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
六
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
〇
・
九
〇
メ

ー
ト
ル
）

丸
亀
市
田
村
町
字
道
東
一
六
五
七
―
一
の
一
部
及
び
一
六
五
八
の
一
部

排
水
管
（
直
径
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
二
八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
田
村
町
字
道
東
一
六
五
七
―
一
の
一
部
、
一
六
五
八
の
一
部
及
び
同
地
先
市
道

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
・
一
七
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
田
村
町
字
道
東
一
六
五
七
―
一
の
一
部
、
一
六
五
八
の
一
部
及
び
同
地
先
市
道

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

観
音
寺
市
本
大
町
一
五
四
一
番
地
三

株
式
会
社
三
協

代
表
取
締
役

吉
田
孝
一

●
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
博
物

館
を
平
成
十
六
年
四
月
十
三
日
博
物
館
登
録
原
簿
か
ら
抹
消
し
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香

川

県

教

育

委

員

会

名

称

財
団
法
人
栗
林
公
園
動
物
園

所
在
地

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
二
〇
番
二
号

●
香
川
県
公
安
委
員
会
公
告
第
三
十
三
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

一

実
施
期
日
及
び
場
所

二

受
講
定
員
、
受
講
対
象
者
等

三

受
講
手
続

教
育
委
員
会
告
示

実
施
期
日

平
成
十
六
年
六
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で
、
同

月
十
八
日
（
金
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
一
日
（
月
曜
日
）

実
施
場
所

香
川
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
）

電
話
〇
八
七
―
八
八
二
―
五
四
六
四

受
講
定
員

四
十
名

受
講
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

最
近
五
年
間
に
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る

者
２

警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
の
一
級
の
検
定
に

合
格
し
た
者

３

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
の
二
級
の
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る

も
の

修
了
考
査

筆
記
の
方
法
で
、
五
枝
択
一
式
問
題
四
十
問
に
よ
り
行
う
。

公
安
委
員
会
公
告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

六



四

講
習
業
務
の
委
託

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
は
、
社
団
法
人
香
川
県
警
備
業
協
会
（
高
松
市
天
神
前
三
番

一
四
号
）
に
委
託
す
る
。

五

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
講
習
初
日
の
午
前
八
時
二
十
分
ま
で
に
受
付
を
終
え
る
こ
と
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
警
備
業
担
当
（
電

話
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
）
又
は
社
団
法
人
香
川
県
警
備
業
協
会
（
電
話
〇
八
七
―
八
六
二

―
九
〇
三
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病
院
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
そ
の

名
称
の
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病
院
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
そ
の

所
在
地
の
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

名

称

所

在

地

新

旧

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
高
松
東
病
院

国
立
療
養
所
高
松
病
院

高
松
市
新
田
町
乙
八

名

称

所

在

地

新

旧

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生

会
支
部
香
川
県
済
生
会
病
院

高
松
市
多
肥
上
町
一
三
三
一
―
一

高
松
市
桜
町
一
―
一
六
―
四

受
講
の
申
込

み
の
期
間

平
成
十
六
年
五
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。
た

だ
し
、
申
込
人
員
が
受
講
定
員
に
な
り
次
第
申
込
み
の
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と

す
る
。

受
講
の
申
込

み
に
必
要
な

書
類
等

１

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
写
真
（
提
出
の
日
前
六
月
以

内
に
撮
影
し
た
無
帽
・
無
背
景
の
顔
写
真
（
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
）
を
は

り
付
け
た
も
の
）

二
通

２

添
付
書
類

ア

二
の
受
講
対
象
者
の
項
の
１
に
該
当
す
る
者

警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係

る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）

及
び
履
歴
書

イ

二
の
受
講
対
象
者
の
項
の
２
に
該
当
す
る
者

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
の
一
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し

ウ

二
の
受
講
対
象
者
の
項
の
３
に
該
当
す
る
者

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
の
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警

備
業
務
従
事
証
明
書

受
講
申
込
書

等
の
提
出
先

及
び
提
出
の

方
法

申
込
み
は
、
香
川
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
高
松
市
番
町
四

丁
目
一
番
一
〇
号
香
川
県
警
察
本
部
四
階
）
に
必
要
な
書
類
等
を
直
接
提
出
し
て

行
う
こ
と
。

手
数
料
の
納

入
時
期
及
び

納
入
方
法

講
習
手
数
料
（
三
万
七
千
円
）
は
、
平
成
十
六
年
六
月
十
四
日
の
講
習
初
日
の
受

付
の
際
に
、
香
川
県
証
紙
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

携
帯
品

筆
記
用
具
、
印
鑑
及
び
警
備
業
関
係
法
令
集

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

七



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
そ
の
所
在
地
の
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

名

称

所

在

地

新

旧

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
シ
オ
ン
の
丘

ホ
ー
ム

高
松
市
香
西
西
町
三
七
八

高
松
市
香
西
北
町
二
六
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

（
第
九
一
二
八
号
）

八


